
 市民社会の熟成に向けた社会的基礎土壌づくり～足元からの積み重ね 

                                                 25.12.30to 

 

要約 

 諸問題解決に向けた問題毎行動や連携行動への強力な支援には、社会全体の見識良識を構成する基礎力(社会的基礎土

壌と称す)の醸成が必要として、これが問題対処のﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞとなる市民側の活力を増強すると考えた。ここでは、社会的

基礎土壌を(市民や市民社会の)足元からの運動で構成されるとして、その根幹をなすｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲと街づくりに着目

し、基礎土壌の骨格を明らかにした。 

 

 

【０】．概要 

1．目的 

今の社会には成熟に向けて充実しているかのようなﾑｰﾄﾞ

が根底にあり、市民は幸福をめざして社会生活を楽しんで

いるかの様がまことしやかとなっているが、実際はそのよ

うなことはなく、市民は生活苦や各種の災害にさらされて

おり、市民の憤懣やるかたなさは相当なものといえよう。 

こうした諸問題に対処して市民がより良き生活が営める

ように、社会をどうつくっていくかが当然ながら最大課題

となっている。 

では、我らはどう対処するのか(すべきか)。確かに問題は

(今後を含め)山済みであるだけに、問題の特質を含めて方

法としては二つを考えたい。ひとつは、各種問題ごとへに対

処することでり、今一つは各種問題に対処できるﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝ

ﾄﾞを充実させることである。もともと各種問題の根っこは

共通であり、社会に巣くっているだけに、諸問題の個別対応

の場合にも関連する問題との連携があり、その意味ではﾊﾞｯ

ｸｸﾞﾗﾝﾄﾞへの対応は諸問題対社会全体ともいえ、社会全体の

総力対応にもつながる。 

また、ここでいうﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞは社会における教養、意識、

知性･感性などで構成される個(個人)からの多様性をも含

めた総体と考え、もともとはﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂを超えた人間環境の

意思の表体･総体としている。 

本稿では、上記の考えで、世の中の基礎度胸を醸成してい

くことが目的である。目的の遂行にあたっては、まずは、本

稿の考えの詳細として社会的基礎土壌の全貌とその在り方

を扱い、次いで基礎的土壌づくりはｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲと街

づくりにありとして論を進める。以下に本稿の構成を記す。 

 

２．本稿の構成; 

 本稿を３篇に分けて詳述とした。各編は以下の通り。 

(1)社会的基礎土壌づくり 

・社会の諸問題とその捉え方；個人､市民側 

・社会の諸事情と社会健全化；市民と専門家､感性と知性 

・健全化に向けて     ；推進側の論理､社会ﾑｰﾄﾞ 

・市民側からの社会の健全化；暮らし､ｾﾝｽ･気づき･学び 

・市民力向上に向け  ；市民力､土壌から行動へ､活動 

・市民系の思考総体  ;実践先行における思考から学へ 

・足元からの市民運動 ；運動､方向､形態､市民運動 

(2)ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲ 

・ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲ    ；人間環境､他種類､他 

・自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ富山 ；朝活、ｶﾌｪ、他 

・実際に運営の場や会   ；運営の様相､連携 

・社会的基礎体力づくりへ 

・学術(建築系)世界の市民感覚のｺﾐﾕﾆﾃｲ;学生･実務者､他 

(3)街づくり 

・社会的基礎土壌づくり；基礎土壌づくり 

・街づくり一般；地域活性化、街づくり構成要素 

・街づくりと市民の意見 

・街づくりの遂行に際し 

・富山における街づくりと環境保全；人間模様､他 

・富山での取り組み事例；滑川宿街並み､山間一軒村 

 

３．まとめ；本稿のまとめを本稿先頭に配置(速読派用) 

      先に各編のまとめを見られてからがﾍﾞﾀｰ 

 社会における諸問題解決に向けては、問題毎に対処に方

法とそのﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞを充実させて事に当たる方法とがある

として、ここでは後者の方法についてスポットを当てて、そ

のための理論構成を行うとともに、その遂行にあたり社会

や個人の足元からの生活の営みを充実させることにあると

して、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆｴいと街づくりにおける実践に論究

した。議論結果は各編の末に詳しく述べたので、ここではそ

れらをさらにまとめる形で列挙する。 

 

＜１＞ 社会的基礎土壌について 

諸問題の解決に向けてた問題対処行動や問題別広範行動

について強力に支援するﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞとして市民側の活力

(基礎体力)体系を明らかにした。そこには； 

社会づくりにおいて組織論理や社会ｼｽﾃﾑ論理に対峙して

市民論理が位置付けられる。市民論理の根幹は街づくりで

あり、街づくりを基に社会づくりへとつくりあげ。 

暮らしは社会活動の基礎実践を自然体として、感性や知

性の基礎土壌へと繋がる。暮らしの延長として街･地域･都

市･社会をつないで市民感覚を市民主導に組み込み可。そし

て市民側からの思考･行動が市民流に体系化。 

市民力向上には、暮らしの中でのｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲが関

わり、市民土壌づくりの場となる。 

 

＜２＞ ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲ 



自由闊達なｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが可能となるｺﾐﾕﾆﾃｲづくりを基本

として、社会的基礎土壌の形成につながり、市民社会を揺ら

がせかねない思考停止傾向の改善をもとに市民社会活力醸

成が期待できる。そこには； 

ｺﾐﾕﾆﾃｲの場とﾁｬﾝｽが日常化し広がり、ｺﾐﾕﾆﾃｲにおける対

等感と各自の作り上げ感がより強まり、ｺﾐﾕﾆﾃｲへの期待と

良さの実感が基礎土壌の構成に繋がっている。これが、各種

のｺﾐﾕﾆﾃｲと積層して大きなｺﾐﾕﾆﾃｲをつくっている。街中のｺ

ﾐﾕﾆﾃｲが地域やさらに上位に位置するｺﾐﾕﾆﾃｲに向け積み上

がっていく。 

 

＜３＞ 街づくり 

 市民活動としての街づくりをｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲとのﾘﾝｸ

を図り、富山での実践をもとに街づくりの基礎土壌化を目

指す方向を探った。そこでは； 

街づくりには基礎土壌を形成する事象を抽出した。 

・地域一帯；家族的ｺﾐﾕﾆﾃｲ、 街衆気風 

背後；お祭り､街づくり地域協定､町内会協定 

・市民の拠り所；風情ある建造物 

・自然との交り；中山間にわか居住､行動規制無し 

・訪問者役割；環境と一体化､訪問者が持帰り役立て 

なお街づくりには； 地域毎のｱｲﾃﾞﾝﾃｲﾃｲが基本、地域には

都会論理も田舎論理も対等であり、｢個からの始まり｣や｢足

元から｣の考えが社会づくりそのもといえる。 
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【１】社会的基礎土壌づくり 

１．はじめに  

1.1 目的  近年、地球規模では気候変動による災害、広

域規模では都市環境改変、ｺﾞﾐ放置等の環境危機が深刻化し

ていることを受け、著者は諸問題が社会の歪の噴出そのも

のと位置づけ、問題解決には社会健全化を目指すべきとし

て環境保全や街づくり等の市民活動の盛り上げることを考

えた。 

 本稿では、上記考えの具体化として、市民と専門家の役割、

市民･社会の理念理想、足元思考(市民生活の営みからの社

会展望)等に基づいて、諸問題への対処の前段階として社会

ｼｽﾃﾑや市民(市民社会)の在り方を社会土壌づくり(社会的

基礎体力向上)として論を展開する。具体的には、市民行動･

活動に向けた市民の思考･行動･感性に着目する社会的基礎

体力づくりを目指して、｢社会的基礎体力及びその周辺｣の

あるべき姿を展望することにする。 

1.2 問題の着目 論点は諸問題への市民のｺﾐｯﾄをどう図

るかである。このため、まずは諸問題展望として市民視点の

明確化を図り、危機対応の前段階における準備を市民視点

で以下のように構成する。・市民の感性からの思考･行動、 

・問題構成の明確化ｲｺｰﾙ社会健全化、・諸問題に共通する根

源(根っこ)から市民の潜在的ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ向上を図り市民運動

へと展開。なお文中表現について｢個 ｣々とは個人や個別の

こと、社会的基礎体力を単に基礎体力や基礎土壌として混

用して記す。 

 

２．．社会の諸問題とその捉え方 

2.1 個人側からの社会対応 現行社会における不都合に

は過度の分業･専門分化、事象の関連性分断化等があり、人

間の営みでいえば人間関係希薄化、均質化、同調圧力等があ

り、環境面でいえば、生活居住環境質低下、自然環境破壊、

歴史･歴史遺産軽視(建造物含)等がある。 

 

2.2 市民側の基礎体力･基礎土壌 (1)日常における行動；

市民にとって生産行動を含めた社会行動には営みという生

業、家事、自己研鑽、等があり、これらに加え、個人やｼｽﾃ

ﾑにおける内面的な様相として、人間行動の規範や基礎体力

づくりの思考･行動がある。 

(2)社会の諸問題への市民の受け止め方；・諸問題への関わ

りにはいくつかの場合がある。諸問題により直接被害を受

ける、被害者支援並びに不条理解消を目指す積極的推進者、

諸問題には傍観や観察的な出会い。  

・市民活動では、観察･傍観の市民をより多くのｵﾙｸﾞが目指

されている。一方、市民側では、問題の関心が低いようにみ

えるが、そうではなく、問題に関する思考･行動が沸き上が

ってこないだけのことである。ではどうする。これまでは、

社会のあり方、専門家との協働、市民ﾚﾍﾞﾙ向上、といった個

人を取り巻く環境の充実化が図られており、専門体系をﾊﾞｯ

ｸにする専門家との連携によって市民には気づきや学びの

積み重ねが期待されている。 

(3)基礎体力の向上； 土壌はどう耕され充実していくのか。

これには、｢社会は変だぞ｣､｢街の先行きがおかしいぞ｣とい

った異変の感覚もあれば、｢これはいい､あれはこうである、

素晴らしい｣という感覚もある。これらは共に市民感覚の研

ぎ澄まされた様相であり、市民の基礎体力そのものとなっ

て日常生活の営みとして感覚感性を市民自らが磨いている。 

(4)基礎体力(基礎土壌)の骨子； 概念規定のため再述。 

・社会健全化；市民視点の確保や市民の基礎体力の充実に

より、社会の不条理に対応できるようになること(思考ﾌﾟﾛｾ

ｽが大事)。 

・基礎土壌；社会を育む(支える)基盤。自然･社会･人間環境 

・基礎体力；土壌に備わる活力。自己や社会そして環境の状

態をしっかりと感覚的に認識できる思考･行動の総体。 

・機能；社会や環境に向けての基礎土壌が醸成される。市民



運動においては、基礎体力が諸問題解決に向け沸き上がる

ﾊﾟﾜｰが運動の前段階に発揮される。 

・土壌耕し；社会と市民の間での相互作用には、社会の諸事

象･諸問題からの気づき･学び、人間側からの諸問題への思

考･行動といったものがある。相互作用が基礎土壌の耕しと

なる。 

・基礎体力の構成；歪み解消に向けては日頃からじっくり

と足元から、社会を念頭に思考･行動すること。これが基礎

体力の構成。 

(5)基礎体力の発揮；発揮先は何といっても街づくりであり、

その先は社会である。街づくりでは、暮らしがｺﾐﾕﾆﾃｲと一体

となって、そこに情熱が集積され、市民社会が身近な存在と

してつくられていく。 

 

３．社会の諸事情と社会健全化に向け 

3.1 市民と専門家、市民と専門家の考えや行動；専門家に

は、専門行為に際して事業目的や組織論理が背景にあるた

めに、理性や知性に基づいているものの思考や行動には限

界がある。これに対し市民においては、社会の底流を成す社

会意識(常識や慣習等)のもとであっても、思考や行動には

自身の感性や感情を基本にしており、これをもとに次の段

階として理性的な思考や行動に繋がっていく。 

一方、社会においては、市民と専門家の二者は相対立する

ことがあり、社会運営構成則には組織の論理をもとにした

専門論理が主体となるだけに、市民の論理がしばしば霞み

がちだが、組織論理が強く立ちはだからない次元であれば、

専門家の市民へのﾊﾟｰﾄﾅｰぶりや市民への寄り添いが見られ

る。 

 

3.2 感性と知性 (1)市民と専門家の素養；市民にとって

は、感性はより広がった対象について深みを増し、理詰めよ

りも感性による納得が先行する。専門家では、理論的に一層

深い思考があるものの、組織の論理からの思考行動が基本

である。 

(2)市民の知性･感性の土壌；感性が何事にも先行しかつ認

識も感性的であるので、知性についても感性が先行となる。 

・各種知識には、細く緩やかな繋がりをもって深まりより

も広がりが特徴。網羅･包括ではなく、統合･総合でもなく。 

・組織の論理に縛られないことも必要。例えば子ども問題

に着目すると親子遊びでは周辺には組織論理が入り込まず。 

 

3.3 感性からの行動 行動の源には感性からの衝動や情

熱にありとして、これが欲望、意欲、情熱、理念理想、打算､

ﾒﾝﾂ、他となって現れ、行動が思慮や欲望を伴って感性と連

動。 

・商業ﾑｰﾄﾞにのせられた行動；ﾑｰﾄﾞが欲望の感性に働きか

け、即行動となることが多い。これを感性の鈍化と捉える。 

・安定志向の行動；生活の安定･豊かさ･充実を求めるいわ

ゆる安定志向には、新たな挑戦という行動はとりにくい。そ

こには感性の安定化があるからである。一方、環境改変(改

悪)については市民は感性的に大なり小なり危険と捉えて

いる。 

・理念的情熱的行動；理念も感性と相まって、情熱的欲求の

喚起で感性的行動へと進展することが多い。 

・無償の行動；感性による行動は無償行動そのものであり、

愛情行動やﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ行動が情熱的となる。理性的範疇では行

動はそもそも有償だが、感性が入り込むと無償になること

も。 

・無関心行動； 種々問題に対し有関心もあれば無関心も

ある。この違いは何か。安定志向の安定が損なわれるのでは

と危惧されれば、本来の関心事が予防的に無関心化すると

みている。これを後押しするのは同質化による思考停止で

ある。 

 

3.4 市民側の環境  

3.4.1 人間の位置づけ 推進側の生産性向上や利益追求

の論理は、組織行動の専門家にはしっかりと受け入れられ、

しかも関連する組織や体系そのものにも社会ﾆｰｽﾞや時代ﾆｰ

ｽﾞに応じて加速と制御を行使している。 

推進側の市民への対処については、市民が大規模化･複雑

化した社会・組織・体系･専門家に囲まれ、市民の管理運営

には人間が数とされがちであり、人間性や尊厳の影も形も

見られなくもなる。理由は、人間の感性や感情が数値に乗ら

ないだけに、数理管理が実に都合が良いとされるからであ

る。 

3.4.2 市民の居住環境； 市民にとって最新鋭の住まい環

境である都市には､過密､高層化、自然を改変(改悪)等の問

題があり、市民は不健全な環境下にある。市民には現在の住

まい環境を受け入れざるを得ず、日々慣れされているのが

実状である。この状況を変えようと某実務者団体が頑張っ

ている。 

3.4.3 市民の教育環境； 教育環境には学校施設の近代化

や技術革新の恩恵を受けていても受験競争は依然変わらず、

格差社会を支える教育体制も変わりがない。加えて批判精

神の無いﾓﾉ言わぬ人間育成が依然進められている。これで

は個性や創造性に富んだ人材育成の掛け声は空虚に聞こえ

る。 

教育でまず考えるべきことは、人間育成の根本には｢教育

は何のため､誰のため｣である。ここがいつも素通りして、期

待される人間とは、高度文明で恩恵を受ける人間や効率社

会を支えるに都合よい人間となっている。以下に現状を見

る。 

(1)理工系中心教育；効率社会を支える STEAM 教育(科学､工

学､技術､芸術､数学)がもてはやされている反面、社会系･人

文系が不要という逆行ﾑｰﾄﾞが静かに漂っている。このため

根源思考できぬ人間育成がまかり通っている。問題は深刻

である。 

(2)歴史教育；教育は歴史真実をもとにした歴史を教えず、

市民には事の本質に触れさせず､社会ﾑｰﾄﾞに乗せるだけ。 

(3)学校統廃合；少子化により学校統廃合が進んでいる。中



一ｷﾞｬｯﾌﾟ解消とか、小学と中学の連携、等理屈が述べられて

いるが、教育の在り方に迫るものはほとんどない。一方、少

ないながらも小規模校では子ども視点で子どもに優しい教

育が実施されていて、校則･規制のない環境のもとで、子ど

もは自由に体験を積み重ね、生き生きと生活を楽しんでい

る。 

 

４．健全化に向け､組織の論理  

4.1 市民から見た推進側の論理 推進側中心の社会活動で

は、時には社会の内部矛盾を放置とはいわないまでも矛盾

の存在には触れずに、矛盾から噴きだした事象には対症療

法的対応がなされている。こうした推進側の姿勢では、市民

側の姿勢とは基本的に相入れず、両者間に軋轢が生ずるこ

となる。 

(1)利益追求行為において、市民側への配慮(懐柔)として推

進側の利益が回りまわって市民にも達するとの考えが｢世

の中、金はまわれば良し｣とする風潮となって定着している。 

(2)生産性向上や利益追求については、効率化のもとで管理

強化と異質排除がみられ、独創性･主体性(個性)･多様性も

運営論理の範囲内のものとなっている。 

(3)格差問題においては、そこそこの範囲内で格差許容の風

潮がみられ、その一方ではｳｴﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞによるﾊｯﾋﾟｰﾑｰﾄﾞが格

差を乗り越えるかの如くの幻想をもたらしている。 

 

4.2 推進側からつくられる社会ﾑｰﾄﾞ､市民側から見る  

(1)社会ﾑｰﾄﾞとして各種概念の恣意的改変；推進側に差しさ

わりのある概念にはその本質をぼかすことが恣意的に行わ

れている。 

原発問題を例に。｢安心安全｣がことさら強調。一方で｢安

心安全｣の反対の状態を｢不安｣としている。｢安心安全｣の反

意語は｢不安｣ではなく｢不安危険｣である。また｢迷惑をかけ

た｣の本質は｢迷惑行為｣ではなく｢危害行為｣そのものであ

る。 

(2)推進側による社会ﾑｰﾄﾞ；推進側主導により TVや SNS 等

のｺﾏｰｼｬﾙやﾏｽｺﾐを介してつくられる社会ﾑｰﾄﾞについては、

管理社会のもと同質化に加えて格差容認が市民側に押し寄

せている。 

 社会ﾑｰﾄﾞの今一つの困りごととして「市民へのかまい過

ぎ」。市民のﾆｰｽﾞの先取り･需要創出として、消費行動促進と

いうｻｰﾋﾞｽやｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが定着。これらはほぼすべてかまい過

ぎ。本来はﾆｰｽﾞ･発想は市民主体であり、市民感覚もﾑｰﾄﾞに

は左右されない。 

 

５．市民側からの社会の健全化  

5.1 暮らしを基本に  

推進側主導の市民側への配慮には限界があり、社会の核心

においては市民の存在が霞みがち。改善を考える。 

(1)暮らしからの論理；暮らしに基づいて自然につくられる 

(2)暮らしの延長；延長として街、地域、都市、社会がある

として、市民の考えを社会まで連続的に持ち上げる。              

(3)暮らしに内在の要素；基本を暮らしに求めての内在要素 

・暮らしには環境としてのｺﾐﾕﾆﾃｲあり；人と風土の総体。 

・暮らしは社会活動の基礎実践そのもの；暮らしには暮ら

しの環境や実践が積み重ねられ、(文化的にも)大きな力と

なる。 

(4)暮らしからの街づくり；暮らしには健全な営みの街があ

る。そうした街には、風土風景、遠隔地ともつながり、歴史

文化の底流あり、暮らしからの談義環境あり。 

 

5.2 暮らしのありのままがｾﾝｽと気づき･学びに 

 暮らしの｢ありのまま｣とは、意図しないﾓｰﾄﾞに乗せられ

強いられることのないﾆｭｰﾄﾗﾙの意味である。なぜこれが必

要か。推進側の組織論理との対峙として種々の問題に対す

るｵﾙﾀﾈｲﾃｲﾌﾞな見方ができると考えれる。また、社会におい

ても目的化された各種行為とは別に(無目的化の)感覚的行

為により育まれる市民感覚の醸成が期待されるからである。 

(1) 市民ｾﾝｽ(市民感性･感覚)；市民(社会)ｾﾝｽとは、暮らし

という社会活動を通して磨かれ蓄積され身に付いた感覚の

総体である。これより、社会のあり方や地域のあり方等に思

考や行動の源としてｾﾝｽが発揮されることになる。 

(2) 暮らしからの気づきや学び；人間教育としては、学校

教育のように効率教育そのものを目的とした組織教育もあ

れば、特別に目的としない教育(教育というよりも健全な暮

らし)もある。後者には、家庭における暮らしの中での気づ

きや学びがあり、これは成人の素養形成の源にもなる。 

 

5.3 暮らしも効率管理化を超えて 推進側の生産性向上･

利益追求に対して、市民側は如何にして自分流の環境づく

りを遂行するのか(していくのか)考える。まず推進側は、社

会生産活動を自分側流にし、かつ学術特に工学をもとり込

み、感性感覚を避けて数値処理に走り、管理･効率を深めて

いる。市民側としては、根本的な改善には顔に見えるような

工学の復権に期待している。なお、社会における感性的管理

として社会ﾑｰﾄﾞがつくられ浸透。 

 

5.4 暮らしは人権 住む権利は基本的人権。良好な環境に

居するも人権。市民視点での気づきや学びの充実も人権。 

 開発･再開発にみられる乱暴な進め方に異を唱える源に

は我らの住む権利(基本的人権)がある。これが常識となり、

より深化して、今では最低限の生活を保障するﾚﾍﾞﾙを超え

人間としての豊かな生活を営む権利が人権そのものである

という考えに至っている。また環境権については、良好な環

境の下で過ごせる権利として人間本来の暮らしが着目され、

これより、良質な自然環境の下、自然の恵みを享受できて当

たり前という風潮が静かに定着し始めている。 

 

６．市民力向上に向け  

6.1 市民力行使 市民は基礎土壌からの活力(市民力)に

より街を社会まで延長させている。 

(1)市民力の発揮先；これには、行政などの各種施策策定へ



の市民参加、市民世論形成、社会意識づくり(良識見識)に向

け、世論作り、各種問題へのｺﾐｯﾄがあげられる。 

(2)市民力醸成に必要な事項；・顔の見える活発なｺﾐｭﾆﾃｲ。

これは良好な環境(特に風土)が必要。環境づくりが肝心。 

・ｺﾐｭﾆﾃｲ同士の連携によるﾈｯﾄﾜｰｸとしてのｺﾐﾕﾆﾃｲもある 

・交流圏の拡大。細く広く張り巡らされた透き通った緩い

関係性のある圏。そこにおいては自由闊達な議論と交流が

ある。 

・市民力により蓄積された貴重な体験。これは歴史継承と

将来展望であり、街･地域･都市への生活意識圏拡大の源と

なる。 

 

6.2 市民側の土壌から行動へ。(1)知性･感性土壌の醸成； 

日常生活の営みが結果的に土壌づくりに寄与している。 

(2)感性からの能力；研ぎ澄まされた感性が積み上げられ実

践でもまれ、想像､予知、推察、観察、他の能力を形成。 

(3)知性の姿；知性は個々の断片的な知識であっても繋がり

ながら集積したものとなる。また繋がりとは、例えるなら横

に広がる触手と上下に伸びる触手の二元からなる。 

(4)知性の研ぎ澄まし；知識の修得含め知性の研ぎ澄ましに

は、暮らしの中や自由闊達な語り合い場においても、自ら励

むことができる。 

(5)市民行動へ；市民土壌が醸成することにより市民行動に

向けて市民力が増し、市民運動が沸き上がる。 

 

6.3 市民の活動 市民活動には個人ﾚﾍﾞﾙのものと組織ﾚﾍﾞ

ﾙのものがある。また組織運動にも二つあり、第一は市民の

要求を勝ち取るという先鋭的な市民運動であり、第二は市

民と近しい普通の組織が市民個人を取り込む運動である。 

(1)個人行動；主に有識者がとる個人行動には、新聞への投

稿、単行本出版、学会や関連の会誌に論文投稿、ﾕｰﾁｭｰﾌﾞ、

等での発信や、各種委員会としての意見表明、等がある。も

ちろん一般市民の場合でも論文投稿は難しくても、種々の

発信や(委員会などを含めた)団体内での意見表明は可能で

ある。また一人単独であっても市民運動はありうる。 

(2)組織運動､真の市民運動；これは市民の要求を相手から

勝ち取る真の市民運動であり、市民行動派が主導するﾘﾍﾞﾗﾙ

な住民運動でもある。こうした運動は市民会議と称され、市

民の権利と生活を行政と対峙して自らを守るとされている。 

(3)組織運動､市民啓発の運動； これは、大学や行政という

組織の主催により、個人や複数人の市民の組織加入で構成

される組織活動であり、本来の市民運動ではない。 

(4)行政主導の様子；最近、世の中では市民参加がことさら

PR されている。例えば、行政は種 ﾌ々ﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて構想

の確定後に市民向けの内容説明でもって市民参加といって

いる。ﾊﾟﾌﾞｺﾒについてもしかりである。何かもどかしい。 

その背後には。市民軽視の考えが見え隠れしているかの

ようである。行政側からは｢市民を企画段階から参入させる

と、時間がかかり過ぎ思うように事が進めれない」といった

本音が少なからず聞こえてくる。一方(ごく一部の)開明的

行政職員からは、「行政は見かけ上の市民参加をいうのでは

なく、(真の)市民参加に道を開き、市民に協力するのが本来

の行政の姿である」と。 

 

７．市民系の思考総体､実践先行において思考から学へ 

市民側の感性からの思考･行動の背景をなす思考体系に

ついて、市民により馴染みやすくかつｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟも兼ねて

これらを｢まるごと｣束ね､市民哲学･市民社会学と称するこ

とにする(現代考学か) 

(1)市民の思考と行動の一体化；感性からの思考･行動の背

景をなす思考体系において、理性的展開を進めるには思考

と行動の一体化を狙って、市民が自ら社会を念頭に思考す

ることを市民哲学･市民社会学として位置付けることにす

る。 

実際に市民ﾚﾍﾞﾙでは、街づくりの理論的ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝの根幹

として市民哲学や市民社会学が受け入れられている。なお、

これらは崇高な哲学や(文化･人類学)社会学のいわば市民

側の市民版である。 

(2)思考から学へ a.知性や知識の感性を主とした様相；  

・知識を繋がりある集積に、繋がりある知識が知性の深化

に寄与 

・理論よりも実践重視、ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽよりも情熱先行を 

・市民軽視しない(効率重視しない)ﾓﾃﾞﾙ化､顔の見える客観

論を 

・明確な体系の前段階に感性と知性との混合を 

・ﾍﾞｽﾄをつくすという工学の前提条件にも議論を 

b.各種思考をも関連づけながらも個々の事象も重視；俯瞰

と深堀の中間域にあたるのが生活次元であるとする。生活

次元(暮らし)を基に、上方向や下方向への眺望あり。また、

体系についても同じように考える。個々の各体系を標準次

元にして、いうなれば上や下への眺望が体系間の連携や総

合･統合として自在へんげとなる。こうしておけば、連携と

ともに個々の体系そのものも輝くといえよう。 

 

８．足元からの市民運動  

８.1 運動とその方向 諸問題解決に向けた運動について

市民主導の考えを個々から始まる社会への運動として位置

づけ、その様相や目標を述べる。 

(1)社会において； 社会の根源的な問題として成長路線の

批判から始まり脱成長を目指すことの論は別の機会に扱う。 

SDGｓについては、｢持続可能｣と｢発展｣の二方向にﾊﾞﾗﾝｽ

をと謳われているなかで、｢発展｣を｢環境や緑確保｣に変え

るという声が日増しに高まり、環境保全、緑保護、動植物保

護、森の保護、農の自然栽培、等の取り組みが進められてい

る。 

社会諸矛盾については(公害､原発事故､環境改悪、歪教育、

他)、社会の健全化として市民からの組織論理のﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟが

待たれている。これと軌を同じくして、社会雰囲気向上、環

境向上、恣意的ﾑｰﾄﾞ改善等の取り組みが功を奏していこう。 

(2)個人において；市民運動の前段階として個人てできるこ



には生活次元での改善があり、これには二種ある。一つは、

上節に記したような社会での取り組みの応援として、個人

生活で対応できるもののこと。二つには、個人が理念に基づ

く運動として衣食住で工夫を凝らす(過度な文明に頼らず)

こと。時にはやや超人的生活を実践する方、脱電力･非電力

の生活を営む方、が少なからずおられ、日夜頑張っておられ

る。 

(3)専門家について；技術者や学術有識者には市民の役割に

ついても考えて欲しく、それと共に専門や学術の範疇にお

いて市民感覚でなすこともお願いしたい。これについては、

専門系や学術系の組織論理が市民視点をより強固にしてい

くものと考え、ひいては市民に向け専門家による英知が広

く伝搬し、技術の在り方が市民と共に生活次元で論議でき、

さらに環境危機回避や人間性復権の問題にもより身近な問

題として市民側からのﾊﾟﾜｰが期待できよう。 

 

8.2 運動の形態 運動(改善運動)の形態には三種あり。本

稿では下記項(3)の様相を念頭に置いて運動の着手とした

い。 

(1)社会全体での運動；大掛かりな社会改変運動は民主主義

によってなされる。社会においては市民側から民主主義を

拡散浸透させることになろう。一方、社会変革で取り上げら

れる教育については、文科省の教育行政の刷新が真っ先に

必要と考える。教育行政そのものは政治が変われば変わる

ものであるから、そのためにも政治を変えなくてはならな

いといえる。 

(2)問題別市民運動；環境改善の大運動･闘争には、市民から

の広がる連携でもって各個撃破の勢いでいきたいものであ

る。 

(3)広範な市民活動；上記項目(1)(2)については、市民の知

性土壌が市民による社会意識として充実し、これをもって

社会推進派のつくるﾑｰﾄﾞを変え、生活の営みの延長により

市民意識を積み上げた活動が可能となろう。 

 

8.3 市民運動への展開として 市民運動を沸き上がらせ

る市民基礎体力については、市民力の日常的向上を目指す

理屈･実践として、市民主導による環境づくりが基本となっ

ている。一方、市民活動においては、問題の重要性は分かっ

ているものの次への一歩が踏み出せないことも多々ある。

これには、暮らしにおける市民本性(感性や知性)が妨げら

れているとして、暮らしにおいて本性を磨くことで改善と

したい。 

8.4 ごく自然体で 環境危機問題に向けての取り組みと

して｢自然体での市民生活ありき｣や｢市民生活の営みの延

長に都市や社会がありき｣をもとに基礎土壌づくりを考え

る。 

(1)市民と組織･社会の枠組みで；市民の土壌には、市民生活

の営みによる体験と積み重ねがある。すなわち、個々の生活

や街の生活の営みが、地域､都市､社会において積み重ねら

れる。これが市民側の組織論理であり、推進側論理と併存と

したい。 

(2)積み上げるもの；市民が何処でも日常的に体験を重ねつ

くりこんだ感性は、市民行動に際し感性先行を誘発させ、ま

た感性の知性への転化となれば、知性先行となる専門家行

動とともに両者の関係が良好につくられよう。こうした感

性や知性が慣習･論理へ、さらに組織論へと発展し、推進側

の組織論理や組織人の行動基礎とは別に市民側が自ら作る

市民視点の慣習･論理がきわだった存在となろう。 

(3) 変革に向け；変革というよりも街づくりを基本とした

い。なぜなら日常的にあるがままが足元から沸き上がって

いる場が街だからであり、街が変われば地域が変わり、行き

つく先に社会がある。この観点で全国各地に動きが活発化

しよう。 

・街づくりは市民のあるがままに構成できる。 

・気づきや学びや良い体験の積み重ねが小規模な街では可

能 

・ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲとしては街の中でｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが行き交

う自由闊達の場や各家庭や小さな職場のｺﾐﾕﾆﾃｲを支えてい

る。 

 

９．まとめ 諸問題の解決に向けてた問題対処行動や問題

別広範行動について強力に支援する場合には、行動･運動の

前段階における市民側の活力(基礎体力)が大きに期待でき

ると考え、ここに基礎体力及びその周辺のあるべき姿を明

らかにした次第である。以下に議論結果をまとめる。 

(1)社会づくりにおいて組織論理や社会ｼｽﾃﾑ論理に対峙し

て市民論理が位置付けられる。市民論理の根幹は街づくり

であり、街づくりを基に社会づくりへとつくりあげれる。 

(2)暮らしは社会活動の基礎実践を自然体で担っている。こ

れが感性や知性の基礎体力となり市民力の形成へと繋がる。 

(3)暮らしの延長として街･地域･都市･社会をつないで、こ

れに市民感覚の拡張と市民主導が組み込み可能となる。 

(4)市民自ら知性・感性のﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(土壌)を醸成。よりﾊﾟ

ﾜｰが増した時点で市民運動へと展開できる。これが大規模

市民団体との合流や個々の運動へと繋がっていこう。 

(5)市民力向上には、暮らしの中でのｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲが

関わり、市民土壌づくりの場となる。 

(6)市民側からの思考･行動は、暮らしと社会を念頭に市民

系の学｢市民哲学･市民社会学｣へと結実していくであろう。 

▲補足；・本稿では、諸問題への解決を即目指している訳で

はなく、解決に向けた市民基礎体力を養うことに重点を置

いている。これによって社会的なｾﾝｽが磨かれ、社会の不条

理を的確に捉えることで問題解決への準備として勢いが増

すと考える。 

・環境危機が市民側には実感として伝わりにくい。これに

ついて少しでも尽力したく、本稿にて論を展開した。 

・今後は諸問題における社会的根源について準備したい｡ 

・本稿はあくまでも設定問題を包括して物語化を目指した

ものであり、諸問題における社会的ｱﾌﾟﾛｰﾁからの深堀も含

め、詳細な検討は今後の課題と考えている。 



 

 

【２】ミユニケーションのコミユニテイ 

 

１． はじめに 

ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの重要性はいうまでもない。ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの活用

としては、最近流行りの仕事への活用術としてｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝﾃｸ

ﾆｯｸを連想しがちであるが、ここでは個人の能力向上や社会

的な交流のためのｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの活用に着目する。これは、社

会的基盤づくりそのものの遂行にあたると考え、そこにお

いてｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝで形成される場をｺﾐﾕﾆﾃｲと位置付けてｺﾐﾕﾆｹ

ｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲ(以降、単にｺﾐﾕﾆﾃｲ)と呼ぶことにする。 

本稿では、ｺﾐﾕﾆﾃｲに着目し、ｺﾐﾕﾆﾃｲの種類、様相、機能に

ついて考察し、これらが社会的基礎体力づくりにどうかか

わっているかを論究する。ただし、基礎体力＝基礎土壌とす

る。 

 

２．問題の所在 

 この世の中、分断化、同質化、人間関係希薄化、等が進む

中、一方では事態の改善として期待されている個性や独創

性の発揮が残念ながら枠内(組織内)に限定されており、し

かも社会運営においても、個の尊重もまた全体の利益優先

のうきめにあい、市民にとっては閉塞感を感じざるを得な

いのが実状と考えられる。こうした時代背景のもと、意外に

も若者はもちろんのこと中堅やｼﾙﾊﾞｰも枠を広げたｺﾐﾕﾆｹｰｼ

ｮﾝに活路を求めており、議論よりもまとまった対話の場に

人気が集まり、2010 年代後半からはこうした動きがﾌﾞｰﾑと

なっていた。 

 そうした状況は、ｺﾛﾅ禍にもめげずに新たな展開を求めて

おり、この流れに沿って本研究の立場がはからずも浮かび

上がってきたと思っている。 

 

３．コミユニケーションのコミユニテイ概説 

3.1 人間環境 

一般には環境は、自然環境と社会環境の二種としている

が、人間の人間らしい行動からなる環境を人間環境として、

独自に設定する。なぜそうするかといえば、人間どうしでｺ

ﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝを交わし人間の思考･行動がつくられることはあ

たかも人間を中心にした環境そのものであり、これを特別

に人間環境と呼び、そこには話し合い･語り合いが構成でき

るとする。 

人間環境(人的環境)には、家やご近所さんの基礎集団や

街、地域、自治体、学校、企業等の機能集団まで含めている

が、どちらかというと小規模を前提とした環境を対象とし

たい。よって、人間環境においては、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ中心に人間

が集まれば、そこはｺﾐﾕﾆﾃｲと捉えることになる。(次節) 

 

3.2 どこでも人が集まればｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲ 

ｺﾐﾕﾆﾃｲは話し合い･語り合いが成立すれば、どこでもがｺﾐ

ﾕﾆﾃｲである。このように考えれば、(上節の再記だが)家庭、

地域、学校、職場などにおいてもｺﾐﾕﾆﾃｲが設定できる。すな

わち、街のｺﾐﾕﾆﾃｲとして井戸端の場(溜まり場や道端も)は

もちろんのこと、家庭では囲炉裏の場(団欒の場)であり、職

場での仕事を離れたｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの場である。こうした場にお

けるｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが街･地域さらに上位へと沸き上がっていく。 

 

3.3 ｺﾐﾕﾆﾃｲの種類 

ｺﾐﾕﾆｴｲについては四種類を以下のように設定する。 

・暮らしの場 

・何の繋がりもない自由意思で臨む自由闊達な場 

・機能的集団のなかにも小規模系で置かれている場 

・上記三個の場を統合･総合する場 

第二から第四までの場を広い意味では暮らしとしたいが、

ここではあえて四個は独立場としておく。以下には、上記ｺ

ﾐﾕﾆﾃｲの様相を列挙する(再掲)。ただし、暮らしには、仕事

や学びの休息場も含めた。 

(1).暮らしの中でのｺﾐﾕﾆﾃｲ 

・家庭では、囲炉裏(ﾘﾋﾞﾝｸﾞ)の場にて家族団欒。 

・街では、井戸端(地域のｽﾎﾟｯﾄ)の場にて自由歓談。 

・職場では、仕事上のものの他には余談･雑談･歓談。 

・学校では、休み時間などでの日常歓談。 

(2).自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ、地域にて； これは社会的な広がり

を持った基本な場であり、地域に存在。(語り合いが主であ

る) 

・街(平場)においては、各地の朝活、種々のｶﾌｪ、 

・論議対象を絞ったｶﾌｪや勉強会もある。これは専門の会に

見えるが、市民主導としてやや広い域の場である。 

(2’).自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ、目的有の場； 暮らしの一環として

市民主導による知的交流と市民力向上が目的である。この

目的でも、語り合いのﾁｬﾝｽと場における自由な語り合いが

可能である。なお、朝活とｶﾌｪの違いには、、対象(分野)を設

定するｶﾌｪに対し、朝活はすべてを対象とすることにある。 

(3).自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ、専門家集団内での小さな場； 

専門の集団の中にも存在する小規模ｺﾐﾕﾆﾃｲとして、学生、

実務者、専門家が自由闊達に場を持つこともままある。この

傾向は、学術団体が市民と学との連携として市民には開か

れた状態にしているので、場の形成は比較的容易である。例

えば(著者が関与している)建築学会においては； 

実務者討議の集い、 

学生による語り合いのｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝがある。 

この他、種々の場があるとは思うが、著者は集約していない。 

(4).ｺﾐﾕﾆﾃｲの積層； ｺﾐﾕﾆﾃｲが家庭や地域にあり、職場や学

校等にもあるので、人間は至る所でのｺﾐﾕﾆﾃｲと繋がってい

る。そこで、こうした様相をｺﾐﾕﾆﾃｲの積層と呼んで、これら

を一括してｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの大きなｺﾐﾕﾆﾃｲとしておく。すなわち、

各ｺﾐﾆﾃｲ(家庭、街、地域、職場、学校･団体、等）が枠超え

て多様に繋がるとしている。なぜ積層としたのかについて

は、小さな規模から大きな規模への実績の積み重ねが、積層

ｺﾐﾕﾆﾃｲの中で可能となるからである。 



(5).補足； 市民力の向上を謳う市民への啓発活動として、

行政や大学などが実施する市民教育の場があり、これらは

市民大学講座や市民塾などと呼ばれているものの、市民主

導ではないことはいうまでもなく、その意味ではｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ

を楽しむということもなく、学習の範囲のものである。これ

と対峙するｺﾐﾕﾆﾃｲには、暮らしの一環としての知的交流がｺ

ﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲである。(この他は見当たらない) 

 

3.4 ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの円滑には 

市民主導による市民のための場が大前提である。 

(1).進行の主導； 市民の自発的発言について、自発あって

のｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝであるので、発言を促すとか引き出すといった

第三者による行為は無用である。このためか、朝活とか問題

設定しないｶﾌｪでは、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが自然と盛り上がるもので

ある。 

これに対して問題やﾃｰﾏを設定するｶﾌｪでは、進行の効率

化や効果の追求として、ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀやﾌｧｼﾘﾃｲﾀの主導のもと、

市民の声を最大限引き出し、設定した方向に事を集約させ

ているｶﾌｪが結構多い。確かに、そこには市民の気配はある

ものの、発言にはｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに強いられぎみという感はぬぐ

えない。もちろん、そうでないｶﾌｪも多い。 

(2).場における公平性； 朝活では、政治(選挙)、宗教、ﾈｯ

ﾄ販売、男女交際、他を目的とする参加は禁止となっている。

また、誹謗中傷はまま起こりうるので、そうした行為にも参

加者の協力を得てﾁｪｯｸしている。 

 ｶﾌｪでは、進行において変容と傾聴を基本としている。す

なわち、相手の意見に反論でなく先ず聞くこと、自分意見に

こだわらず変わってもいいという柔軟性を持って会に臨む

こと、としている。なぜか。背景には、ｶﾌｪは朝活と違って

問題をかなり奥深くに迫ることもあって、各自の見解や考

えが割合出やすいことがあるためである。 

 なお、ｶﾌｪでの公平性問題については節 6(1)にて論ずる。 

 

４．自由闊達なｺﾐﾕﾆﾃｲ、富山における知的交流詳論 

4.1 概要 

市民向け暮らしの一環としての知的交流(ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐ

ｭﾆﾃｲ)には、市民が運営する街の知的ｺﾐﾕﾆﾃｲである｢朝活｣と

｢ｶﾌｪ｣が人気の的であり、人間の生き方から時事問題まで広

範囲なﾃｰﾏにて市民社会の素養向上が結果的に担われてい

る。また、専門的ﾃｰﾏの研究会でも、自由闊達を保持してい

る市民のｺﾐﾕﾆﾃｲも結構あり、ｶﾌｪ文化が市民の知性のｵｱｼｽと

もなっている。 

著者の地元富山では、朝活とｶﾌｪを合わせて 10 個以上の

盛況の場を次節にて紹介する。 

 

4.2 朝活(写1、表１) 

もともとの朝活は東京で(2009年)発足し、ﾗｲﾊﾞﾙに差をつ

けるためにﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷﾙを磨くことを目的としているが、富山

ではﾋﾞｼﾞﾈｽよりも人間性磨きに重点が置かれている。これ

が、自宅と職場の往復に飽き足らない若者方々には大いに

受けており、朝活の話題も身の上の話から政治的な次元の

ものまで多岐多様としているからこそ、参加者同士が話し

合えたことに大いに満足されている。なお富山では、朝活富

山が 2009 年に、朝活上市が 2014 年に発足し、今も活動を

続けている。 

以下に様相を列挙する。 

・朝活概要；ﾓｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを食して会場が和んだ後に知的交

流。会場は喫茶店。ｺﾛﾅ禍以降、ﾘｱﾙ開催を避けﾘﾓｰﾄとなり、

これまで県内の方のみの参加が隣県や関東・関西圏からも

多くが参加されるようになった。参加者はﾘｱﾙ期では多いと

きは40人、平均20人程、ﾘﾓｰﾄ期では多い時は20人、平均

は10人程である。 

・ﾃｰﾏ；個人ﾍﾞｰｽで自分がどう問題を設定し、どう取り組ん

だのかを､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀ中心もしくは全員で話し合われる。表 1

には、これまでのﾃｰﾏを分類して示しておく。 

   

        写１ 朝活上市会場風景 

        表１ 朝活上市ﾃｰﾏ整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

・参加者；若者や主婦が中心。開催は月 1～2 回､週 3 回あ

り。 

・進行；ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀが進行役を務めるが、ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾄはしない。 

・効用としては； 自身の考えや人生をもとに歓談するこ

とで、自身を相対化し、活力を得ることになる。 

 

4.3 ｶﾌｪ(写2、写真3)  

 県内では 2000 年頃から発足のｶﾌｪが次々と閉店し、2013

年に開始のｶﾌｪ(街中ゆったりｶﾌｪ)が今に残るｶﾌｪでは最古

参であり、その後に哲学ｶﾌｪが2014年に開始し、憲法ｶﾌｪや

ﾃｰﾏ分類 数字は開催回数、ｺﾛﾅ以前に集計､全114回 
  大分類  小分類  
人  21： 人 10、 人生11  
体  22： 健康05、食 06、ｽﾎﾟｰﾂ11  
生活 13： 生活09、旅行03、ﾚｼﾞｬｰ01   
仕事 13： 仕事08、農業03、福祉02  
勉学 07： 勉学07  
芸術 11： 芸術04、音楽07  
自然 07： 自然02、植物05  
地域 20： 地域08、ｺﾐﾆﾃｲ05、交流03、歴史04  
他  01： 技術01 



社会化ｶﾌｪが後追した。 

街中ゆったりｶﾌｪだけがｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀ無しの参加者全員によ

る進行で論議を楽しんでいる。他のｶﾌｪではどうしてもｺｰﾃﾞ

ｲﾈｰﾀなどが進行を仕切っている。なお会場は公的機関利用。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下に様相を列挙する。 

・ｶﾌｪで討議対象を限定；専門に特化した市民の集う場とし

て、科学ｶﾌｪ､建築ｶﾌｪ､哲学ｶﾌｪ､社会ｶﾌｪ､憲法ｶﾌｪ､等がある。 

・ﾃｰﾏ；社会問題のなかからいくつかが取り上げ設定されて

いるが、設定なしの場合もある。ﾃｰﾏ例は； 

豪雨災害、地球環境、ゴミ問題、椎名道三、腰痛、 

  ばんどり騒動､米騒動、古墳、古代史、剱岳登頂、他 

・参加者；専門ﾃｰﾏのｶﾌｪにおける場合でも一般市民が参加

し、自由に語り合う。 

・進行；勉強会の様相であっても語り合いを通しても進行

は一方向にあらず。ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ･ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀを不要とすることも

あり。 

・効用としては； 断片的知識が各自の中でつながりをも

って知のｽﾄｯｸになり、自らの発信や他者の受信の貴重な場

となっている。また、市民社会の素養向上を謳う目的設定の

市民教育との相乗効果もある。 

 

５．実際に運営の場や会 

5.1 運営の様相 

 場や会の運営には、思いを持った人が世話をする。こうし

た世話人はｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ仲間として互いに緩く繋がっている。

著者の場合、いくつもの会を主宰するが、他の方の主催の場

にも応援として連携として参加している。以下に、実際に著

者が関わる場と活動を列挙する。印*は全国区の場である。 

・個人運営；小規模ゆえ世話人はほとんど単独； 

朝活上市、街中ゆったりｶﾌｪ、富山地震防災研究会 

・集団運営；仲間が世話人となり集団で； 

学生ｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝ*、実務者討議の集い*、 

｢災害と社会｣研究談話会*、人新世人類統合研究会*、 

滑川宿街並み保存と活用、おおかみこどもの花の家 

・参加者として支援(著者の朝活･ｶﾌｪ等との連携)； 

ｺﾐﾆﾃｲ連携として、世話人同士互いに相互交流。 

歴史ｶﾌｪ、社会科ｶﾌｪ、憲法ｶﾌｪ、 

 哲学ｶﾌｪ、ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ、朝活富山、朝活呉西(最近閉店)、 

富山の建築おしゃべり会(最近閉店) 

 

5.2 連携において 

 著者らの場と他者の場との相互乗り入れの形で連携して

いる 3 つのｶﾌｪについて紹介する。これらのｶﾌｪでも基本は

市民主導、市民感性磨き、である。ただし、ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀが場を

緩く仕切っている。 

(1).社会科ｶﾌｪ(写3)； もともとは政治に関心を持つ市民が

増えることを期待して、政治の観点から社会における種々

の問題を論議するもので、結論を得ることよりも議論する

ことにより、種々問題の源を知り、解決に向けたｾﾝｽを磨く

のが目的である。 

 進め方については、場にはある程度の情報提供としてﾌﾟﾚ

ｾﾞﾝﾀが問題解説を行う。問題の位置づけと共に、どんな方法

がこれまでどうｱﾌﾟﾛｰﾁされているか、何が得られているの

か、を現状の段階として説明が続く。その後は､直ぐに討議

になり､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀは仕切ることはなく、参加者は、各自の反

応、社会的意味を述べあうのである。もちろん、最後におい

ても方向性や結論は場としては無く、各自思い思いに納得

すれば十分とし、その意味でも多様性･自律性は徹底して確

保されている。ちなみに、これまで論議の課題については、

富山はｽｴｰﾃﾞﾝか(福祉社会において富山がとやま型福祉政

策をしていることにｽｴｰﾃﾞﾝと重なるのではとの論)、経済か

ら家族を考える、等。 

(2).憲法ｶﾌｪ； 憲法ｶﾌｪは、兄弟分で憲法 9条を守る会とか

改憲反対の会などとは軌を同じにしていたが、狭い地域で

は憲法のみで論議を進めるのは難しく、結局街なかの問題

に関する討論会となっている。ﾃｰﾏも、人に優しいｵｰｶﾞﾆｯｸ、

農業問題、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの本質、公害問題、徴用工問題、等 

(3).哲学ｶﾌｪ； 哲学ｶﾌｪは全国至る所にあり、哲学の勉強と

して体系的な哲学学習もあれば、時事問題をじっくり語り

合う場としてのもの、哲学をじっくり語り合うもの、など多

様である。富山のような小さな圏域では、哲学ｶﾌｪは一箇所

しかないにもかかわらず、市民同士がじっくりと語り合え

るので、哲学ｶﾌｪの人気は高い。 

扱うﾃｰﾏについては、人間とは、時間とは、宇宙とは等の

哲学本来のものを扱わない訳ではないが、生きがい、愛、責

任、等日常のものに人気がある。これまでのﾃｰﾏを列挙する；

ﾍﾞｰｼｯｸｲﾝｶﾑ、ｲﾃﾞｱ、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｽﾞﾑとﾅｼｮﾅﾘｽﾞﾑ、流通、愛、地域

とは、AI、新自由主義、ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ、他。 

 

６．社会的基礎体力づくりへ 

社会的基礎体力づくりはｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲづくりと街

づくりから成るとしている。(本稿で扱わないが)街づくり

写３ 社会科ｶﾌｪ by社会科ｶﾌｪHP 

写2 街中ゆったりｶﾌｪ 



については、街や地域で磨かれる感性からの思考･行動によ

る体験の積み重ねが地域やその上位の枠組みへと沸き上が

っていくと考える。ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆｴｲについては、ｺﾐﾕﾆﾃｲ

における各理屈の学びもさることながら理屈の背後にある

感性の磨きに潜在的ﾆｰｽﾞがあり、これが各種のかつ積層のｺ

ﾐﾕﾆﾃｲで梯子することでより多様な状況にも対応可能な感

性へと磨かれ、社会的基礎体力へと進化していくと考える。 

こう述べるとすべて順風満帆のように見えがちであるが、

実際には、規模にかかわらず、(一部参加者からの)見解の相

違や偏狭な見解により、会の進行や公平性に支障をきたす

問題もある。一部ｶﾌｪにみられるこうした問題について、議

論の公平性の観点で検討し、次いでそこから浮かび上がる

意見とそのﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ(思考土壌)について論考する。 

(1).公平性議論； ｺﾛﾅ禍あけの時期に某ｶﾌｪにおいて、参加

者各位から会運営について｢あまりにも偏った意見が正論

であるかのように断定する押し付けは不条理｣の指摘が相

次いだ。この種の問題はどのｶﾌｪでも大なり小なりあり、時

には大激論にもなることがある。 

ではなぜそのような問題が生ずるのか。これは会に集ま

る方々の時代反映の考えが深化し、年齢とともに諸知識を

会得して自分流に考えを組み立ててきた結果と捉えている。 

公平性保持への対処については、第一には誰にも異論の

無い問題に限定してきわどい発言が出ないようにすること、

第二には特定発言を差し控えるように参加者に同意をいた

だくこと、第三には特定発言には対峙する発言で応酬する

こと、が挙げられる。このうち第三の対処が両論併記･両論

発言としてｶﾌｪの開催目的に合致しているといえる。 

(2).意見の背後には； 問題にしたいのは、偏狭な意見がど

うして出てくるのか、偏狭な意見は広範な意見との違いは

どこにあるのか、それは意見の背後にある思考土壌との接

し方にある。土壌から何かを見いだし発掘となると向き合

う人間の素養が問題となり、種々の都合で恣意的に対応す

るなら、結果として都合のいい狭い土壌が形成されたこと

になる。例えば、種々範疇の前提条件疑わず、歴史認識の一

方的押し付け、社会ｼｽﾃﾑへの忖度、利害関係を持ち込み、科

学技術でも客観事実に基づかない論調、等、枚挙にいとまが

ない。 

そしてまた今ひとつも問題として最近の SNS や YouTube 

によりﾌｪｲｸも含め情報洪水や情報漬けがあたかも公平な市

民の声といわんばかりに市民社会に押し寄せているものも

ある。すなわち発信者側からは、市民や専門家で作り上げて

いる土壌の全体を見ずして、自分に都合のいい見方を相対

とせず絶対として世の中にばらまき、世の中における偏狭

な姿勢が合理性を持つかのように仕向けてもいる。 

その一方では、こうしたことを容認するかのように、ﾌｴｲ

ｸや無根拠があっても市民の方で取捨選択をすればいいと

の不用意かつ安易な論も一部にあり、世の中における不条

理がますます増えてもいる。確かに、世の中ﾑｰﾄﾞが盛り上が

れば何でも良しといった根強い風潮もあるだけに、改善に

むけて、市民はできるところから、専門家は良識見識に基づ

いて行動して欲しいものである。その意味でもｺﾐﾕﾆﾃｲの役

割は大きい。 

 

７．学術世界での市民感覚のｺﾐﾕﾆﾃｲ、建築系を例に 

 市民感覚を持つ学生、実務者、専門家のｺﾐﾕﾆﾃｲを扱う。 

７.1 学生･実務者中心のｺﾐﾕﾆﾃｲ 

学会は今でこそ市民対象は当たり前となっているが、

2000 年以前には市民への配慮は謳っていたいたものの、学

会に結集する学生や実務者には今ひとつ光があたっていな

かった。市民への対応はもちろんのこと、学生や実務者にも

配慮が近々の課題としてして学術の世界においても自律思

考があるべきとして、討議の集いが2002年か 

 

  写４ 学生のシンポジオン 

ら、ｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝが 2004 年から毎年実施されるようになった。

こうした場も、学生や実務者が主体のｺﾐﾕﾆﾃｲそのものであ

り、多くの方の支持を得て今なお継続されている。 

(1).学生によるｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝ(写 4)； 学会では、集まる学生へ

の対処としては研究･教育面においての配慮はあるものの、

学生の人格形成や基礎素養の育成は不十分として、北陸支

部では 2004 年から、全国大会では 2007 年から学生主導で

知的交流の場をつくり運営がされてきている。学生主導が

毎年実現させるのは困難となっているが、それでも学生主

体は踏襲されている。なお、本企画において学生は、志教育

としての知的交流の楽しさを満喫され、貴重な体験をして

おられる。 

(2).実務者討議の集い； 新社会人･若手社会人として実務者

に光をもっと当てるべきとして実施されているが、最近はｺ

ﾛﾅ禍もあって休止中である。学会では自由闊達に実務者中

心にして学会人との知的交流は大変珍しく、これまでは結

構盛り上がった。なお、会は学会内にて実務者地位向上の運

動よりも、自由闊達な実務者の存在を地味にｱﾋﾟｰﾙし続けて

いた。 

 



７.2 専門研究者主導の自由闊達ｺﾐﾕﾆﾃｲ 

専門研究者は活躍の場を関係の学会に求め、学会を介し

て種 ｺ々ﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝが図られているが、好奇心旺盛な各位は学

会の枠から飛び出して自由奔放･自由闊達な場を自ら作り

活動活躍している。著者の知る勢いある二つのｺﾐﾕﾆﾃｲを紹

介する。 

(1).｢災害と社会｣研究談話会； 前身は建築学会2017年設置

の特別研究委員会であり、ここに多才かつ異色な方々の結

集により、多岐多様･自由奔放の精神がいかんなく発揮され

ていた。その後2019年設置の特別研究委員会(第二次)をへ

て 2021 年度から任意の研究会に模様を変えても何の拘束

もなくやりたい放題の展開となり、時には発散傾向さえも

ﾄﾞﾝ欲に取り込んで異色な存在として今日に至っている。 

(2).｢人新世人類統合研究会｣(略称は星野研究会)； これは、

2023年設立され、地球環境危機による人類絶滅をどう回避･

解決するという大問題について早急に研究かつ実践で対応

するとしている。そこには、研究と実践を両輪とする多才･

多様な方々が結集されており、単に研究ﾚﾍﾞﾙに収まること

なく、環境危機に向き合っている。現在は気候変動が臨界点

を越えてジンジリと押し寄せる気候大災害をどう防ぐか、

研究と実践を行っている。異色な人材集団だからこそ問題

に対処できると皆さん、意気揚々である。 

 

８．おわりに 

もともと市民の対外的な自由を求めてｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝの場とﾁ

ｬﾝｽをつくることから場づくりを始めて 20 年程、今ではこ

れが市民層の社会的基礎体力づくりの重要な一つと位置付

けて場を運営してきている。そこでは、世の中では分断化、

同質化、思考･行動の矮小ぎみ、等のためか思考停止ぎみが

大いに気になるところではあるだけに、自由闊達なｺﾐﾕﾆｹｰｼ

ｮﾝへの期待が大きく、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲはﾌﾞｰﾑが過ぎたと

はいえ、少しずつ着実に力をつけているこが実感される。 

実際の具体的な運動として著者は、市民向けには、暮らし

の一環としての知的交流(ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｲ)の場づくり･

場運営を市民主導として展開し、特に街の知的ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ

｢朝活｣と｢ｶﾌｪ｣に力点を置いている。そこでは、人間の生き

方から時事問題までの広範囲なﾃｰﾏにて市民社会の素養向

上を図っている。それともう一つ。専門的ﾃｰﾏの研究会でも、

自由闊達を保持している市民のｺﾐﾕﾆﾃｲを支援し、ｶﾌｪ文化が

市民の知性のｵｱｼｽとなっている。以下に議論をまとめる； 

(1).ｺﾐﾕﾆﾃｲの場とﾁｬﾝｽが日常化し広がること及びｺﾐﾕﾆﾃｲに

おける対等感と各自の作り上げ感により、市民は(どの年齢

層も)ｺﾐﾕﾆﾃｲに期待を持ちかつｺﾐﾕﾆﾃｲの良さを実感してい

る。 

(2).問題の根源からの市民思考は語り合い(ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ)を

基礎にしている。これがｺﾐﾕﾆﾃｲをつくり、どんなｺﾐﾕﾆﾃｲであ

っても社会的基礎体力づくりそのものとなる。 

(3).市民の自由闊達なｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲが、各種のｺﾐﾕﾆﾃｲ

と積層して大きなｺﾐﾕﾆﾃｲをつくっている。街中のｺﾐﾕﾆﾃｲが

地域やさらに上位に位置するｺﾐﾕﾆﾃｲに向け積み上がってい

く。 

△ ｺﾐﾕﾆﾃｲ論については今後、ｺﾐﾕﾆﾃｲの一層の充実化に向

けて論考することにしている。 
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【３】 街づくり 

 

１．はじめに 

 著者は今日的な閉塞感のある社会の健全化に向けてどう

すべきか長く検討している。なぜこの種の問題に対処する

かといえば、地球環境危機の問題がここ数年特に緊急性を

増してきたからである。解決としては、市民の日頃の暮らし

の健全化を目指して小規模で身近な次元からの街づくり･

村づくりに期待すべきと考えた。もとより街づくりは、街の

活性化の一環として観光や伝統保存等に加え、生活環境向

上や環境保護についても取り組まれ、成果を上げている。こ

れらの街づくりは身の回りの事のみならず、究極的には社

会を支える地域活動として位置付けられてもいる。 

 本稿の目的は、大上段に社会そのものを議論するのでは

なく、身の回りの活動が如何に社会づくりとつながりを持

っているかを明らかにすることにある。すなわち、社会的基

礎体力を街づくりから作り上げる過程を論究する。具体的

には、理念を述べ、次いで事例検討として基礎体力的な視点

から富山におけるいくつかの街づくりを概観･分析し、今携

わっている中山間地域の小さな村づくと街道筋宿場町の街

づくりについて実践を報告する。なお、本稿では、街づくり

を地域おこしや村づくりをも含めており、また基礎体力を

基土壌礎とｲｺｰﾙとした。 

 

２．社会的基礎土壌づくり 

2.1 問題の所在 

社会の根幹に関わる大問題として、人口減少、少子高齢化、

格差(貧富､貧困､他)、環境危機(開発､再開発､温暖化､他)、

等がある。これに対処するために、世界はSDGs運動を推し

進めているが、2030 年ｺﾞｰﾙ到達はかなり難しいともいわれ

ている。それだけに、後継の運動として環境( Enviorment)

保全を中心に据えたSEGsがささやかれるようになってきた。

それとともに、足元からの活動に期待が高まっており、地域

づくりや街づくりを全国各地に展開しようという動きも見

え始めている。本稿でも、上記の考えをもって問題に対処す

ることにした。 

 



2.2 基礎土壌づくり 

 基礎土壌を育む要素にはｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝと体験を積む街づく

りとがあり、これらの育み場所がｺﾐﾕﾆﾃｲであり、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝ

のｺﾐﾕﾆﾃｲや街なるｺﾐﾕﾆﾃｲがある。本稿ではｺﾐﾕﾆﾃｲをそのよ

うに位置付した街づくりを取り上げるが、ここでいう街づ

くりには暮らしそのもののｺﾐﾕﾆﾃｲが基礎土壌となっている

とする。なぜなら、そもそも社会は個々の生活の関連させた

集合体といえるし、社会は個々の世界の積み上げと捉えて

いるので、身の回り次元での街づくりがその任を担うとい

える。また、どのような種類の街づくりでも始まりは基礎土

壌づくりであり、身近に小規模から始まる地域の声が結集

すると考える。 

 

３．街づくり一般 

 街づくりは、地域の身近な事柄から成る主体活動であり、

基礎体力に関するものと考え、これまでの街づくりを展望

して、街づくりと基礎体力との接点を見ていく。 

3,1 地域活性化 

 街づくりは一般には街の活性化として進められている。

この観点で扱われている事象について記す。 

(1)地域活性にむけて 

・必要性；人口減、生産減、賑わい減、の対策 

・目標；人口増や関係人口増、地域の富蓄積 

・方策；賑わい創出、人口増加･人間集積、生活･生業確保 

(2)具体的な取り組み 

・地域におけるｼｽﾃﾑの充実化 

・地域における産業振興 

・移住促進；人を引き付けて街域の人口増 

(3)取り組みの陣容形態 

・連携には；産官学民連携、学民連携、官民連携 

・単独では；学先行、産先行、民先行 

 

3.2 街づくりを構成する要素  

 上記の視点でもって、そもそもの街づくりにおける種類、

主体、手動、支援、活動について記す。 

・種類；賑わい、人口増、住みやすさ追求、生業増進  

・主体；住民、地域(地域民) 

・主導；市民主導、市民と専門家(支援､準主導)の協働 

・支援；大学、研究室、ｺﾝｻﾙ、企業、行政 

・活動；特産開品発･販売、農業、植林、他 

 

４．街づくりと市民の意見 

(1)街づくりと住民； 主導者側の街づくりの意向に沿った

推進については、多くの住民の賛同を得ないばかりか、突出

した様相になることがままあり、すべて順調のように見え

る取り組みにも種々意見がある。以下に記す。 

・街づくりというと直ぐに賑わいをとして観光に走りがち

だが、住民の住まう充実の観点があれば、たとえ観光化を目

指しても奥の深いものになるはず。 

・街づくりで人集めの策を練った後に出てくるのは、金の

落ちるｼｽﾃﾑを考えること。直ぐにﾏﾈｰ中心。それでいいのか。 

・住民の充実生活に目を向けた取り組みが少ない。本来の

街づくりは住環境の充実であり、そこに生業が入ると考え

る。 

(2)地域おこし(地域づくり)と住民； ・地域づくりは街よ

りも枠が大きいので、どうしても産業の取り込みが主にな

ることにより、人が集まればいい、ﾏﾈｰが集まればいい、と

いったことになりがちである。ここは、街づくりとして住民

の身近な活力が主体になるような方法を考えるべき。本稿

では地域づくりも街づくりに含める理由はそこにあり。 

・街づくりを健全に進めればその勢いで地域づくりにも反

映させることができるはず。それゆえ地域では地域事情が

街づくりを変えることなく、地域と街との併存が目指せる。 

・地域おこしの際には、住民の存在が霞みがちである。特に

地域おこしではすぐに企業誘致･工場誘致､観光推進､だか

ら。 

(3)過疎地域の村づくり； 街づくりでは、そもそも広がり

のある街が対象。しかし、村では経済的基盤が脆弱ゆえに、

街づくりのような訳にはいかず、却って村ごと移転になる

か、村全体での観光化や産業化を目指すことになり、時とし

て危険施設受け入れといった危うさが生ずることもある。 

 

５．街づくりの遂行に際し 

 街づくりの遂行には、中心になる方々の発起で市民が集

まり、そこに学術や企業や行政が加わるといった構図にな

る。学術、行政、企業の関わり方として、支援、応援、肩代

わり、主客転倒などがある、これについて述べる。なお、支

援先や支援内容については以下のとおりである。 

・支援先；地域、文化財、ｺﾐﾕﾆﾃｲ 

  支援先の人 地域民、行政、 

・支援の内容； ﾌﾟﾗﾝ策定、人集め、資金集め、遂行ﾌﾟﾗﾝ 

(1)主体者、発起人の方々；地域に住むﾌﾘｰな立場の建築の

方々(個人設計者や研究者)や開明的な有職の方々(教師や

農業者等)、街づくりに関心ある移住者方々が割合多い。こ

れらの方々は移住者含め地元在民であるので、地域への思

い入れも深く大きい。 

(2)学術からの支援；・1960年代の公害闘争や開発反対闘争

以降、1970 年代の積極的対処として良い街づくりが始まっ

た。その後、大学は地域貢献として地域に積極的に関与し始

めると、学民、官学民、産官学民として連携がとられるよう

になり、学生や市民の若い力が中心となっていかんなく地

域を支えるようになってきた。もちろん学がﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝとな

っている。 

・学術の役割について；教育的役割として、次の時代を担う

学生の地域から学びや地域にて学びの実践が当たり前とな

り、街づくりの体系や社会での位置づけや研究成果の実装

が現実化してきた。地域にとっては、学術からの支援はあり

がたい限りである。しなかながら、地域においてある程度形

ができると、研究者の撤退が始まることも結構あるという。 

(3)職業人の関わり； 学術従事者も職業人と捉えられるが、



ここでいう職業人は、街づくりを専門にする企業人の事で

あり、ｺﾝｻﾙ系各位を指している。もちろん建築系の方々も結

構入っている。彼らは、街づくりを発議することなく発議者

を助ける役目であり、研究者とその意味では変わりはない

が、違いは報酬の有無である。だからといって報酬の大小で

仕事の重い軽いの規定が先行することはあまりない。しか

し、企業の仕事では街づくり仕事の終了とともに企業が撤

退していくので、｢後のﾒﾝﾃとしてかかわりを｣との地元の声

も多い。 

(4)行政の役割； ・行政は、学術の支援を不要として街づく

りを実施することもままあるが、その一方では学術の英知

と共に街づくりを実施で頑張ったり支援にまわったりして

いる。後者の場合には、もちろん官と学との連携があり、知

恵や知識だけではなく、時として学術との連結協定を結び、

常時支援を可能にするｹｰｽが増えている。 

そうした動きは最近始まったのであり、以前には学術か

らの人材派遣(派遣というより学生が飛び入り)がままあっ

た。例えば、長野小布施町では慶応大学から派遣の若手が町

長の右腕として働いた(支援した)。その後その方は小布施

町長に就任し辣腕をふるっている。 

・行政には気になることがある。行政主導で街づくりを進

めるといっても、ﾉｳﾊｳを外部に頼り、時として進行までも便

利屋ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄやｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻ会社に丸投げのことが多い。

このためもあって、街づくりには真摯に市民の声を聞くこ

とが少なく、あるのは関係する市民の声のみを聞くに過ぎ

ないこともあるという。・官民連携については、都合のいい

一部の民を対象とし、本来頑張っている民には冷たい対応

もままある。 

(5)企業のかかわり； ここでいう企業は街づくり会社では

なく一般の企業であり、街づくりを応援している企業であ

る。 

・小松製作所は、小松市での地域おこしに社員の地域貢献

として、勉強や遊びや祭りなどに積極的にかかわっている。 

・高知の神山村では、特徴ある街づくりを地元有志が中心

に戦略を練り、町全体に光ﾌｧｲﾊﾞｰをめぐらし開明的企業の

定着に向け整備していた。2010年、IT企業が本社を東京か

ら神山に移転し、移住の社員は業務を遂行するとともに、地

域貢献として祭りや環境保護等に精を出している。地域と

産業との連携が功を奏している。 

・以上の2例はかなり特殊と言え、今後に向けてのﾊﾟｲﾛｯﾄｹ

ｰｽとなっている。なお上記以外にも特徴的ｹｰｽはままある。 

 

６．富山における街づくりと環境保全 

 ここでは対象を日本全国ではなく富山に限定し、しかも

大規模な観光や街づくりは割愛して小規模系に的を絞るこ

とにする。また街づくりには、これを支える環境づくりや環

境保全を含めることとした。 

6.1 富山の地勢 

 富山は割合ｺﾝﾊﾟｸﾄな広がりの県域であり、程よい広さの

平野があり、この平野を挟んで海と山が接近している。山か

ら平野と海が見え、海や平野から山が見えることから、富山

まるごと感が自然と育まれている。さらにいえば、田舎は自

分の家、富山は我らの街、富山は我らの庭といった感覚で、

自然環境･地域環境が捉えられている。それが富山に根ずく

何か気質のようにも感じられ、このためか、富山における文

化財が散在していても、富山がまるごと文化の園という自

然な感覚に包まれているかのように思う次第である。 

では富山が特別かというとそうではなく、どの地域でも

それぞれの個性が基礎となって土地柄の感覚を源にした沸

き上がるﾊﾟﾜｰが地域を魅力的にするものである。 

 

6.2 地域づくり 

 地域づくりは大規模系街づくりとしておく。県域全体を

地域として捉え、大規模な観光地を核に種々の観光地をもﾈ

ｯﾄﾜｰｸで結ぶ富山まるごと計画というべき構想が展開され、

そこにおいては、県域全体の成長戦略の下、立山のブランド

化を始め、経済と市民生活の一体化がもくろまれているか

のようにみえる。この種の問題の論議はもちろんのこと、立

山や黒部峡谷などの大規模観光はここでは割愛する。 

 

6.3 街づくり 

 観光には、住民や風景･伝統など多様な要素が複合してい

る。どこでもそうだが、一つの要因だけではﾊﾟﾜｰが漲らず、

集客が困難となるという。このため、観光はいくつかの要因

を複合させて事に当たることになる。以下に、街づくりとし

て観光、伝統保全、住まい充実、等を項目ごとに主な地域を

も記すことにする。 

a.観光、自然や伝統を目玉に 

 自然鑑賞；集落と自然；五箇山、大岩、他 

 伝統集落；五箇山(菅沼､相倉)、八尾、砺波散居 

    街；井波、山町筋、金屋町、吉久、滑川、岩瀬 

 伝統芸能；八尾おわら、福野麦節、他 

  伝統祭り；新湊、魚津かんとん、他 

b.保全と活用；上記の集落や街において、活用中心に活動 

c.住まう環境づくり；住み続けて守る住まいと風情 

    文化材指定の個人宅も改修ままならずとしても 

 

6.4 村づくり 

 街づくりの取り組みは数多いが、村づくりになるとめっ

ぽう数少ない。昭和の大合併以前に村としていた地域は平

地であれ中山間域であれ、村と呼ばれている。また町を村と

呼んで愛着を喚起することもある(他県例、石川津幡でのｺﾝ

ﾊﾟｸﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ構想はﾀｳﾝなのにあえてﾋﾞﾚｯｼﾞとする) しかし、

富山では合併前が村であっても村とは呼ばず、中山間域に

限定した村を対象(津幡のｹｰｽは別にして)とすることにし

ておくと、対象の村では領域が狭く、その意味では小さな村

という呼称が適切である。ただし、村においては、街づくり

のような賑わいがないにしても一軒家とその周辺自然環境

とのｾｯﾄを小さな村とか一軒村することもありとした。 

 小さな村の構成を列挙する。 



・ｲﾒｰｼﾞ；家が散在しかつ人もまばらの村を対象 

・種類；生業確保･推進、環境保全、環境に親しむ 

・主体；村民、にわか村民(訪問者の本宅と村とが繋がる)  

・主導；村民、にわか村民(訪れた方々の総称) 

・支援；研究室、市民(周辺市町村)、 

・活動；農作物(米･野菜)づくり、下草刈り、 

水源･用水確保､森林･植物･動物等自然鑑賞、 

静寂さ体得、他 

 

6.5 環境保全 

 街づくりという形態をとらなくても、街の発展の下支え

として、森、田畑、等を守るとか、安心安全の提供とかの取

り組みがある。例を挙げれば； 

・焼き芋屋さんが山を守り、平地で芋を栽培し、間伐材を燃

料にして芋を焼き、焼き芋ﾌｧﾝを喜ばせている。 

・自然栽培農家は山や谷を守り、安心安全な米や野菜作り

に精を出し、植生や風景を守っている。なお、自然栽培派の

方々は、上市、立山、氷見、南砺、等で頑張っている。 

・山において生計を立てている方々は今でもおられるが、

安い外材に押されっぱなしの県内産材では報われないとい

う。とはいえ、頑張ってほしいものである。とにかく、林業

による山の保全は、山崩れや下流域での洪水の防止には欠

かせないことはいうまでもない。 

 

6.6 街づくりにおける人間模様  

 各街づくりを対象に街づくりにおける人間模様について

述べる。 

6.6.1 街づくり人間模様 

 多くの伝統的な街における特徴的な活動は、携わる人間

や各人のﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞを形成する環境の産物であり、当該地

の個性そのものといえる。これが我らの求める身近な小規

模の社会づくりそのものなのである。ここにそれらをまと

めて街づくりの英知として特徴的なものを列挙する。なお、

本稿では各街づくりの詳細を記さなかったので、初めて目

にする方々には可能な限りｲﾒｰｼﾞｲﾝｸﾞをお願いしたい。 

(1)井波(写1)；｢木彫りの街｣として有名な井波の街。伝統建

築と生業とが一体となった街においてその保全には、県内

初となる｢区域内の歴史と伝統を守り、うるおいのある美し

い町とする協定｣を町内毎に制定した(2005 年)｡以下､細目

を記す。 

・協定者は；建築物の敷地内の緑化及び既存の樹木等の維

持管理に努力、協定の区域内の美化(清掃活動･花植え活動)

努力、建築物の新築･増築･改築には位置･形態･色彩に配慮  

・建築物は街並みと調和のとれたまとまりのあるﾃﾞｻﾞｲﾝ、

建築物の屋根には有勾配･黒や灰色の日本瓦、外壁の色彩は

黒や茶系統又は白色、木製のドアや引き戸の活用、看板は木

製、木彫りの表札 

・街路灯･案内板･看板等の整備に協力、歩行者や住民の交

流及び利便性が良好に保たれるよう努力 

 
  写１ 井波の街並み 

(2)吉久；地味な街ゆえか、日常を地味に営んでいる住民の

皆さんで街を守る気風がある。街中にｷﾞｬﾗﾘ付きの喫茶店を

中心にｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝに華が咲いている。最近、元大学教員がこ

こに居住され、皆さんと挨拶を交わしている。たかが挨拶一

つとしても、住民の喜びはｺﾐﾕｳﾆﾃｲでは当然である。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

写２ 吉久の街並み 

(3)八尾(写3)；もともとは生業の町、そこに土着の祭りとし

て八尾おわら踊りがある。伝統の舞踊を若い世代に伝える

ために地域一丸となっており、通常の日常生活までｺﾐﾕﾆﾃｲ

が機能している。そこにおっちゃんが八尾っ子の親父とし

て存在。 

写３  八尾、おわら踊り 

(4)上市護摩堂(写4)；大岩から7㎞程北の中山間域には、弘

法大師がこの地で神水を沸き上がらせたという伝承の地。

今では食事処（八十八）として一軒のみが残っている。定住

者はそこのご夫妻のみ。一軒家食事処は県内には幾つもあ

る。 

 

 

 



   

  写真４ 上市護摩堂の一軒屋、by八十八HP 

 

(5)大岩(写5)；人と自然が一体となる一軒村あり。7章 

 20 年弱前に空き家となった当該家は、ﾊｲｷﾝｸﾞ中継場所や

ｱﾆﾒの舞台として知られ、全国各地から多くの方が静寂差を

求めて来訪。 

   
     写5 大岩の一軒村 

(6)滑川(写6)；街の風情をつくる各種伝統建築。こられが拠

点として市民の拠り所となり、伝統美のｵｰﾗｰが周辺に拡散

している。7章 

   

      写6 滑川宿、旧本陣 

6.6.2 お祭り 

 富山では著名な祭りは以下のとおりである。 

津沢夜高あんどん祭り、新湊曳山祭、高岡御車山祭、 

越中八尾曳山祭、岩瀬曳山車祭、滑川のネブタ流し、 

魚津のたてもん祭り 

 祭りは地域おこしや街づくりの大事な歴史的文化であり、

地域の結束や世代間交流により、伝統を守る取り組みが続

いている。本稿では街づくりのうち、居住を中心に論じてい

るので、祭りは割愛とする。 

 

７．実際の取り組み事例 

7.1 北陸街道滑川宿街並み 

 ｢声がこだまする往来｣と題した街づくりとして北陸街道

越中路の宿場町｢滑川宿｣において、10 数年前から伝統文化

の保全を目指した現代の文化ｵｱｼｽがつくられている。滑川

宿が現滑川市の中心に位置し、｢日常生活の一部ここにあ

り｣の雰囲気がつくられている。そこには、街の伝統的お祭

りや現代的なｲﾍﾞﾝﾄもあり、街の｢古今｣混在が功を奏してい

る。 

 特徴的なのは、旧本陣の町家が地域の中核となり、住民の

街の拠り所となっていること。何かにつけ住民はここに集

まり、活動するのである。例えば、地域との関係で行事とい

えば、雛祭りがある。旧本陣建物において、各家庭で使われ

なくなって寄贈され保管されているお雛様を雛祭りに一堂

に展示して大公開するのである。旧本陣上屋が極めて大き

いものだから、二十数組のお雛様も鎮座して生ずる存在感

がｵｰﾗｰとなっている。そうした取り組みは、展示方法の創意

工夫もさることながら住民の拠り所の賜物として成立して

いる。 

 この街の担い手は地域の街衆各位であり、学術には地元

の研究者も加わり、運動が続いている。特別に行政や企業か

らの支援を受けていないこともあって、市民のための街づ

くりが貫かれていて、滑川宿は滑川のﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ形成に大い

に貢献している。 

 

7.2 富山中山間地域大岩の小さな村(一軒村) 

富山大岩地域の古民家とその周辺域において、10 数年前

から特別に意識することなく、親子の居場所づくりから中

山間の村づくりへと活動を広げている。これが一軒家と周

辺からなる一軒村であり、その周辺にはいくつかの小規模

な村がある。一軒村は村を支える長期滞在のﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ、時折

応援の周辺各位、全国各地からの一時滞在の訪問者から成

っている。とりわけ、訪問者の環境へ思い入れと環境からの

思い受けが人と自然を一体にさせ、訪問者のただそこに居

るという関わり方が一軒村を賑やかにしている。また一軒

村はｺﾐﾕﾆﾃｲの原点を彷彿とさせている。一軒村の様相を記

す； 

・土地･大地･空間の居を介した複合(複相というべきか) 

・富山どこの場も思い入れの場。訪問者の自宅にも影響及

ぶ 

・自然環境や人間環境が一体となって実感 

・全国の訪問者と村の間には思い入れが実感として繋がる 

・著者らが手掛けている富山の中山間での小さな村では、

地域まるごとが自然との一体化に調和しており、訪問の親

子を含め皆さんが自然環境･人間環境を楽しむことを可能

にしている。また、そうした体験の積み重ねが親子のみなら

ず皆さんの人間性を育んでいる様を見ることができる。 

・生活の営みの根幹を実感(ｾﾝｽとそこからの精神性)；あり

のままの思考と行動、自然感性の宿り、場と人の世界にて一

体かつ相互に作用、人間同士や親子の織り成す場、遊びのｺ

ﾐﾕﾆﾃｲ、何もない森ではなく何でも見つけれる森(自然も) 

 



８．おわりに 

 本稿の今ひとつの視点から｢おわりに｣を構成；市民活動

においては、種々の施策には市民の声が反映されにくく、こ

れまでのようなﾊﾟﾌﾞｺﾒや説明会(時には行政主導の市民会

議)では不十分さが否めないので、施策の前段階に市民側の

力を発揮させるために、市民側の社会的基礎体力の醸成を

不可欠と考え、この基礎体力形成に向けて論を進めること

にした。これには、ｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝのｺﾐﾕﾆﾃｲと街づくりが両輪と

なるとして、本稿では街づくりに着目し、かかる目標に向け

ての街づくりの果たす役割を検討することにして、街づく

り一般論から始まり、富山での実践をもとに街づくりを考

察した次第である。 

論議の結果を以下に記す。 

(1)ｺﾐﾕﾆﾃｲ面からの各街づくり､主な(著者判断の)特徴； 

・地域一体で家族的ｺﾐﾕﾆﾃｲ；八尾｡おっちゃんが八尾っ子の

親父 

・中山間域でゆっくりとにわか居住；大岩山間地 

・街の風情を街づくり協定により守る；井波、 

町内会単位で協定。 

そぐわなければ新築･改築の禁止 

・市民の拠り所として風情ある建造物；滑川、 

旧本陣建築が風情を醸し出す。 

・地味に町衆で守る気風。歩いて親しむ街；吉久 

・地域全体を守る憲章制定；(県外だが)竹富島 

人間環境と自然･社会環境の保全。開発禁止 

・街の訪問時を思いおこし訪問者各自宅･周辺で配慮可; 

井波 

・訪問者と環境とが一体で思い入れが自然と磨く； 

一軒村 

(2)街づくり； 住民や訪問者に対し､都会論理からの規制は

何もなく、その意味では街においては都会も田舎も対等で

あり、自律があり、｢個からの始まり｣や｢足元から｣といった

所からの社会があるといえる。これが社会的体力形成のな

す場であり、街であるといえる。こうした要素が日頃の街づ

くりには、しっかりと組み込まれており、かくして勢いがよ

り増してくる。また、街は単独でも凛と構え、かつそうした

街を大気があたかも包んでいるかのようでもある。こうし

て、足元の世界が積み上がって、地域やその上位のものへと

繋がっていき、これまでの大規模かつ複合肥大的な世界に

向け、足元からのぬくもりが向上していくと考えることが

できる。 

(3)まとめのまとめとして街づくりとは；個々からの思考･行

動･感性が(生業含め)暮らしを充実させ、それこそ今はやり

のｳｴﾙﾋﾞｲﾝｸﾞを形成していく。こうした活力が身の回りで街

をつくり、地域やその上位へと積み重ねていく。その原動力

が街づくりであると考える。また、街づくりには、老若男女

が基本。新しさと古さの(歴史を含め)共存･調和。そのため

の調和保全と調和づくりとがより大きな世界へのｾﾝｽと思

考･行動の源、と考える。 

△ 街づくり論については、既往の論理もあるが、社会的土

壌づくりの観点で検討し直したものであり、より詳細な検

討は今後としたい。今後はｺﾐﾕﾆﾃｲの一層の充実化をふくめ、

より具体的な議論を進める。 

 

以上をもって、市民感性からの社会づくり構想の試案と

する。 

末筆ながら、本稿作成にあたり関係各位のご協力を得ま

した。ここに、記して謝意を表します。 


